
 

 

 

区域計画の変更の認定申請書 

令和５年６月 19日 

 内閣総理大臣 殿 

 

沖縄県国家戦略特別区域会議 

 

 令和５年３月 24日付けで認定を受けた区域計画について下記のとおり変更したいので、

国家戦略特別区域法第９条第１項の規定に基づき、認定を申請します。 

 

１ 変更事項 

  「その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の

拠点の形成のために必要な事項」に、「外国人を含めた開業を促進するための「沖縄県

開業ワンストップセンター」の設置」を追加する。 

 

 

２ 変更事項の内容 

  別紙のとおり。 

（案） 資料２－３ 
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沖縄県 国家戦略特別区域 区域計画 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 1 9 日 

沖縄県国家戦略特別区域会議 

 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活

動の拠点の形成のために必要な事項 

 （１） 略 

 

 （２）事項：外国人を含めた開業を促進するための「沖縄県開業ワンストップセ

ンター」の設置 

    内容：外国人を含めた開業の促進のため、登記、税務、年金・社会保険等

の法人設立及び事業開始時に必要な各種申請等（以下「法人設立等申

請」という。）をオンラインで実施可能とし、関連する相談業務や各種

手続の支援を総合的に行う「沖縄県開業ワンストップセンター」（以下

「ワンストップセンター」という。）を、国家戦略特別区域会議の下に

設置する。【令和５年度中に設置予定】 

  ⅰ）設置主体：国（内閣府、法務省、国税庁、厚生労働省）及び沖縄県 

  ⅱ）設置場所：Startup Lab Lagoon Naha内 

  ⅲ）実施体制：責任者、申請サポート担当を配置する。 

        ・責任者は、Startup Lab Lagoon Naha 内に配置するワンストップ

センターの施設長とし、本事業が「区域方針」及び「沖縄県国

家戦略特別区域計画」に則り、その目的達成に必要なものとし

て機能するよう、必要な連絡調整を各省庁及び沖縄県と行う。

また責任者は、その運営に関する責任を負う。 

        ・申請サポート担当は、沖縄県が配置し、法人設立等申請の手続

支援や本事業全体に係る業務の総合窓口、連絡調整等を行う。 

  ⅳ）事業内容：ワンストップセンターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

         なお、企業の要望に応じ、通訳や翻訳サービス等による多言語

対応を実施する。 

・申請サポート担当による申請書等の作成支援 

・申請サポート担当から各省庁の管轄する窓口への連絡調整 

・セミナー開催によるワンストップセンターの取組の広報 等 

  ⅴ）そ の 他：ワンストップセンターには申請サポート担当が常駐し、相談対

応時間は、土・日・祝日・年末年始（12 月 29 日～１月３日）及び

施設の保守等に要する日を除く、午前 11 時から午後６時までとす

資料 2-3 別紙 
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る。 

         沖縄県が取り組むスタートアップ・エコシステム構築に向けた

支援拠点「Startup Lab Lagoon Naha」等との相乗効果を目指し、

必要な連携を図る。 



1 

 

新旧対照表 

 

沖縄県 国家戦略特別区域 区域計画 

改正案 現行 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活 

動の拠点の形成のために必要な事項 

 （１） 略 

 

 （２）事項：外国人を含めた開業を促進するための「沖縄県開業ワンストップセン 

ター」の設置  

    内容：外国人を含めた開業の促進のため、登記、税務、年金・社会保険等の 

法人設立及び事業開始時に必要な各種申請等（以下「法人設立等申請」 

という。）をオンラインで実施可能とし、関連する相談業務や各種手続 

の支援を総合的に行う「沖縄県開業ワンストップセンター」（以下「ワン 

ストップセンター」という。）を、国家戦略特別区域会議の下に設置す 

る。【令和５年度中に設置予定】 

  ⅰ）設置主体：国（内閣府、法務省、国税庁、厚生労働省）及び沖縄県 

  ⅱ）設置場所：Startup Lab Lagoon Naha内 

  ⅲ）実施体制：責任者、申請サポート担当を配置する。 

        ・責任者は、Startup Lab Lagoon Naha内に配置するワンストップ 

センターの施設長とし、本事業が「区域方針」及び「沖縄県国家 

戦略特別区域計画」に則り、その目的達成に必要なものとして機 

能するよう、必要な連絡調整を各省庁及び沖縄県と行う。また責 

任者は、その運営に関する責任を負う。 

        ・申請サポート担当は、沖縄県が配置し、法人設立等申請の手続支 

援や本事業全体に係る業務の総合窓口、連絡調整等を行う。 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活 

動の拠点の形成のために必要な事項 

 （１） 略 

 

 ［加える。］ 
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  ⅳ）事業内容：ワンストップセンターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

         なお、企業の要望に応じ、通訳や翻訳サービス等による多言語対 

応を実施する。 

        ・申請サポート担当による申請書等の作成支援 

        ・申請サポート担当から各省庁の管轄する窓口への連絡調整 

        ・セミナー開催によるワンストップセンターの取組の広報 等 

  ⅴ）そ の 他：ワンストップセンターには申請サポート担当が常駐し、相談対応 

時間は、土・日・祝日・年末年始（12月 29日～１月３日）及び施 

設の保守等に要する日を除く、午前 11時から午後６時までとする。 

         沖縄県が取り組むスタートアップ・エコシステム構築に向けた支 

援拠点「Startup Lab Lagoon Naha」等との相乗効果を目指し、必 

要な連携を図る。 
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